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市民交流施設建設特別委員会 ５月２日（木）      開会 １１時１４分 

 

審査の経過概要 

 

市民交流施設建設特別委員長（石澤正彰委員） 

それではちょっと時間前ではございますが、皆さんお揃いになっております

ので、ただいまから市民交流施設建設特別委員会を開会いたします。 

先の委員会で要請のありました資料については、４月２３日に各委員の文書

箱に配付しましたので、お受け取りになって熟読されと思いますが、配付した

資料は、市民会館建設基本構想及び基本計画、総務文教委員会からの送付され

た意見一覧、阿久根市地域防災計画及び防災マップ、そして阿久根市民交流セ

ンター（仮称）建設委員会開催時の参考資料であります。 

なお、その他の資料として、総務省の南海トラフ巨大地震対策検討ワーキン

ググループが報告した南海トラフ巨大地震の想定震源断層域等、それから、都

道府県別最大津波髙、浸水面積、津波到達時間の阿久根市にかかわる資料、さ

らに、九州電力が公表いたしました玄海及び川内原子力発電所に係る津波影響

の試算概要を配付してありますので、もう一度御確認いただきたいと思います。 

初めに、本委員会の調査項目といたしました施設の立地場所についてであり

ますが、前会意見のありました防災計画に関して、所管課へ説明を求めるため

出席の要請をいたしました。 

それでは防災計画に関して質疑に入りたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。すでに総務課から出席をいただいておりますので、早速ですが、

現在の市民会館における防災計画について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

出口徹裕委員 

今現在での計画がある程度なされているところでありますけれども、今現在、

この防災マップを見ますと、避難場所として今のところ指定がなされていると

いいますか、風水害時の避難場所になってるかと思います。今後、例えば同じ

場所になった際もそのままこれが継続されていくのか、そこらをちょっと教え

てください。 

上野総務課長 

ただいま出口委員からお尋ねでありました。現時点におきましては風水害を

対象といたしました避難所として阿久根地区８地区のうちの一つの避難所とし

て指定をいたしているところでございます。仮に新しい交流センターができた

のちにこの施設を避難所として指定をするかというようなお尋ねにつきまして

ですね、現段階で指定するしないについてはまだ検討がなされておりませんの

でお答えはできないということ御理解いただきたいと思います。 

出口徹裕委員 

防災マップ、風水。私は基本的な考えとして、何でも同時に起こりうるとい

うことも考えるべきだと思ってるんですよね。今回、大きな意見としてはたぶ

ん津波に関するというのが出てくるんですが、そうした場合、風水害で、例え

ば大雨が降りましたと、それで指定しました。同時に地震も起きましたという

可能性がないことはないと思います。そうした場合、雨で避難をしていて地震
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が起きました。周りが浸かった状況で避難ができませんというところまで考え

たときに、それに対応できるようなものが、つくってから判断をするつもりな

のか、それとも避難所として考えた上で物をつくっていくのかというところは

大事なところだと思うんですけれども、そこらはどのようにお考えですか。 

上野総務課長 

現在、阿久根市が定めております阿久根市地域防災計画におきましては、避

難所の指定につきましては災害の種類、状況、その実態に見合った形で適宜避

難所を設置をするというふうに計画では定めているところでございますので、

御指摘のとおりですね、当然複合的な被害、災害も想定はされます。ただし、

それは適宜その状況に見合った形で指定をせざるを得ないだろうし、あるいは、

例えば、地震による津波等々についてもですね、現段階において、津波に対す

る避難所については指定をいたしておりません。より高いところに、速やかに

というような形でですね、周知もさせていただいているところでございますの

で、避難所のあり方としてはですね、その災害の状況、被害の実態に見合う形

で適宜指定をするというような形で計画には掲げているところでございます。

以上です。 

牟田学委員 

今の出口委員と関連しますけれども、この市民交流センターはですね、避難

の核になるところだと思うんですよ。核に、阿久根市の。それをですね、もち

ろん莫大な税金も使うわけですが、それを指定できないとかですね、やっぱり

それじゃあいかんと思うんですよ。もちろん、その災害があったときに市役所

が統括的なことはするわけですが、市民はここにはたぶん避難できないと思う。

そうした場合に、阿久根市民の避難場所の核というのはやっぱり市民会館、交

流施設にならないかんと思うんですよ。そこ辺りまで十分考えた上で立地を考

えないかんと思うんですけど、そこ辺りはどうですか。 

上野総務課長 

牟田委員の御指摘もごもっともというふうに思いますけれども、例えば、阿

久根市の地域防災計画の中で避難所の指定につきましてはですね、阿久根地区、

大川地区、牛之浜地区、西目地区、山下地区、尾崎地区、鶴川内地区、田代地

区、折多地区、脇本地区と、各地区ごとにですね、避難所の設定をするように

いたしております。したがいまして、例えば、核という言葉でですね、表現を

されましたけれども、それぞれの地区にある意味、核というものは設けないと

いけないだろうし、例えば、現市民会館敷地の部分を核というふうにしてしま

うと、例えば大川であったり、鶴川内であったり、脇本であったりという方々

はじゃあどうしてくれるんだというようなことになりますので、私どもがこの

避難所の指定に関しては核だというような位置づけでの指定はいたしておりま

せん。すべてこの２８カ所の避難所をしておりますけれども、このうちの一つ

の避難所という形で位置づけをしているというふうに御理解いただければ結構

かと思います。以上です。 

牟田学委員 

課長の話はよくわかるんですよ。牟田集落にしても２回ほど避難訓練をやっ

てます。牟田集落を１１班に分けて、ニュータウンとかですね、そういうあれ

でやってるんですよ。それはわかるんですよね、各集落で避難するところは。
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ただ、市の中心にあってですね、それが機能できないとなれば問題があるんじ

ゃないかなと私は思うんですけど。 

上野総務課長 

いろんな状況が起こりうるわけですので、いろんなことを含めて想定をする

必要がございます。ただ、先ほども申しましたとおり、阿久根地区の８避難所

のうちの一つというふうに位置づけをいたしておりますけれども、ただし、例

えばおっしゃるとおり、収容できる可能な人数は幾らなんだというようなこと

でですね、例えばでお答えをさせていただきますと、市民会館につきましては

収容可能人員としては１千名を予定をいたしております。阿久根地区において

ですね、ほかに１千名を収容予定で可能ということで見込んでおりますのは阿

久根小学校がございます。それと総合体育館の２千名と、このような形である

意味収容人員の数等からしたときにですね、仮にこれが使えなくなったという

場合においてはこれにかわるような既存の公共施設等々をまた検討しなければ

ならないだろうなというふうには思っているところです。 

牟田学委員 

東北の災害でもですね、メディアでも出たように、基本的な避難するところ

がやられているじゃないですか。阿久根に関してもそれはわかりません。今の

市民会館のところが海抜２メーターから３メーターとなったときにですよ、今、

計画ではありますが、２０億ばっかいかけてつくったわ、でも流されたじゃ済

まんじゃないですか。そこ辺りを今立地場所の件でやっているわけですが、そ

こ辺りをもうちょっと考えてですね、基本構想やっていただきたいなというふ

うに思います。 

山田勝委員 

今、それぞれ皆さん言ってるけどな、東北の今回の災害があってですね、関

連のね、ニュースを見たり、あるいはいろいろ記事を見たりする中でですね、

果たして、私市民会館はね、自分はあなた方がつくろうという市民会館にね、

そんなに集まろうとは思ってませんよ、集まるとは。なんでって、よく考えれ

ばですよ、例えば、地震がきた、津波がくる、１４～５分の問題ですよ。１４

～５分でみんなできるだけ近くの高いところに逃げ延びる場所をばね、この際

ね、ちゃんとせないかんと私思ってますよ。この防災マップを見てみましても

ですね、そんなら、市内をずっと見てもですね、市内を見ても、例えばこの近

くはどうするのよって考えたときに、一番安心なところは阿久根小学校ですよ、

番所丘公園ですよ。そしてからそこの戸柱、旧国民宿舎。まだ、例えば波留の

辺りではですね、もっと１５メーター以上のところが何カ所かあるじゃないで

すか。そういうね、身近なところをな、ちゃんとしないと。私はこの計画では

な、本当に市民の命は守れないと思う。だから、私は今回の問題とね、市民交

流センターも、なるほど何かの形の避難場所にするのは別にかまいませんよ。

災害というのはいろいろあるわけで、火事もありますよね。火事もあればある

いはがけ崩れもあり、いろんなものがある。そういう中の一つの災害の避難場

所として取り扱うのについてはやぶさかでありませんよ。しかしながら、今一

番大きな問題として皆さんとらえているのはね、海抜２メーターの話でしょう。

というのは、海抜１５メーター以上のところのね、市民がより近くに、より早

く逃げられるような場所をばチェックせないかん、指定せないかんと思います
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よ。でも、そういう目ではこれはね、見られていないですもんね。これを見る

限り、そういう目では、そういう計画ではないですよ、この計画は。そういう

目では。何で私はこういうことを言うかといいますとね、今回の津波でね、釜

石の奇跡というのが実はあるんです。釜石市で、ほんとにあの大きな釜石市で

ね、一人も死ななかった。それはかねへいぜい防災計画を子供たちから含めて

ですね、学校を通してやった、その一つの実績として一人も死者が出なかった

という奇跡と言われている。それはね、いろんなことに通じていくと思います

よ。しかしながら、そういう目で見たらね、私は今回の市民会館の立地場所と

ですね、災害、あるいは津波のときのね、避難場所というのはね、切り離さな

いと私は簡単にはこの問題はね、解決できないという気がするんですが、あな

た方はこういうことについてどういうような認識をもってやったの。 

上野総務課長 

今、山田委員のほうから釜石の奇跡というようなことでお尋ねがございまし

た。実は、委員の方々も十分御理解いただいているものと思いますけれども、

実は国が東日本大震災以降、この防災の考え方について見直しをされました。

先日、皆さん方にも御説明をさせていただきました。実は、私どもの近接しま

す川内原子力発電所に係る安全協定に関しましても御説明をさせていただきま

したけれども、実はこの原子力防災計画にかかわってですね、原子力防災対策

編という地域防災計画の中に新たな計画を編成するという枠組みができたのが

一つあります。例えばこれと同じようにですね、震災以降、地震・津波対策編

という新たな枠組みの対策編が設けられました。国が見直しをされました。そ

の以前は風水害と同じ括りの中での対策が定められておりました。これを受け

てですね、ただいま県、あるいはまた県の計画に基づく県内の地震、津波が起

きたときの被害の想定をする調査を今実施されております。これらの調査結果

等を踏まえまして、当然のこととして阿久根市は阿久根市の地域防災計画の地

震・津波対策編という形の新たなそうした計画を探ってつくっていかなければ

ならないという業務が今後出てこようかと思います。そういう意味でですね、

現段階における避難所の考え方については、風水害を対象とした避難所という

形にしておりまして、それこそすでに委員の方々も十分御承知のことと思いま

すけれども、実はもう平成２４年度で２回目になりますけれども、２３年度、

２４年度のこの２回、毎年１１月に全国的に地震、津波にかかわる対策、防災

訓練というような形でですね、私ども防災の担当課として各区の区長さん方を

通じまして、地域でそれぞれ地震津波に対する防災意識を高めていただくため

の訓練ということで、例えば津波がきたときにはどこに逃げるんだ、我が自治

防災組織の中での一番避難としての適地はどこなんだということ等も含めてで

すね、区長さん方にお願いをいたしまして、ここ２年間やってきているところ

です。ですから、そういう意味を含めてのそうした身近にある避難所という部

分を今後洗い出しを地元からしていただいて、こういうときには、これぐらい

のときにはここなんだ、ここが避難をしえないときにはもっとここなんだみた

いなところを地元からつくり上げていただいて、それを計画に盛り込んでいけ

るような形の対策編ができれば利用なのかなというふうに今私自身は考えてい

るところです。 

山田勝委員 
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今ですね、例えば私の集落でね、一つの防災訓練をしてるのを一つ見てみま

すとね、皆さんきょうは防災訓練があります。それぞれそれに参加する人はお

りますよ。公民館のところに集まるだけなんですね。具体的に、それはどこで

どういう災害があったとき、何があってですね。私ね、ただ単に防災計画をや

っているだけだと思うんですよ。だから、もっとね、踏み込まないとね、僕が

さっき言ったように、今、何であそこの市民会館の場所がよくないか、いやか。

地震、津波がきたときに、あそこではどもこもできなよっちゅうことだけの話

なんですね、これは。だから場所は変えないかなよちゅうことなんですよ。で

も、それはね、地震・雷じゃない、風水害のときには一つの場所となりうるん

ですよと。ただし、地震あるいは津波のときにはね、まにあわんたっで、あひ

こずい来かて、だいも。波留のしが来られますか。波留んしはな、上さい、聖

園老人ホームのほうに上がったほうがいいんですよ、あの付近の人は。近くの

人は、高松付近のひとはですね。波留ん人なんかあの丸尾さんのところに上が

ったところがほうがいいんですよ。だからそういうね、現実の問題をね、上野

課長、もっととらえないと、つくったがって。マスターベーションじゃいかん

ですよ。つくったがって、つくったこたつくったがって。 

上野総務課長 

どうも御理解いただいてないのかなと、ただいまのお尋ねを聞きながら思う

んですれども、地震、津波においてはおっしゃるとおりですね、とてもじゃな

い、だれが考えてもあそこに避難をされる方はいらっしゃいません。また、例

えばそういうことで万が一、あってはならないことが起こってしまったら、こ

れはとてもじゃない話ですから、それこそ、本年度の市長の施政方針の中にで

すね、防災について、自助、公助、共助というような言葉を使ってですね、方

針を述べられましたけれども、やはり、みずからが、御自分の命を守るという

当然のことですので、そういう意味合いを含めて、より身近な、より確実なと

ころに、高いところに、地震、津波の場合についてはそういうことを前提に考

えていただくと。市民会館を指定してあるから、それは風水害とかそういう状

況で、先ほどから言うように被害の種別によって避難所としての活用をいただ

くということですので、そこだけは御理解をいただきたいなというふうに思う

ところです。以上です。 

山田勝委員 

私はわかってるよ、あなたがそんな一生懸命言わなくてもね、あなたが言わ

れることは十分わかってますよ。私がわかっているのは、今一番大きなネック

になっているのは、問題になっているのは、地震、津波の対策としての話です

よ。風水害のときとかですね、がけ崩れがした、高松川がはん濫したっていう

ときもだめやったっでな。そのとき、そのとき、場所はちがいますよ。でも現

実の問題として、地震・津波対策の問題をちゃんとしてですね、あなた方が説

明をつけるようにすればこんな議論をせんでもいいわけ。だから、私さっきい

ったでしょう。波留の人は市民会館に来るよりも丸尾のあの上に上がったほう

が安心なんですよね。高松のしは小学校さ行ったほうが安心なんですよ。だか

ら、そういう一番身近な場所のね、命を守れるような場所をちゃんと確定して、

指定しておればですね、津波で死ぬ人はおりませんよ。ただ、総花的な形でや

ってるからこういう議論をせないかん。僕が言うように、あなたは釜石の奇跡
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について、群馬大学の教授ののをね、インターネットで見ればだあっと出てく

るけど、あれを見て勉強した。あれがね、今脚光を浴びている、全国に、あっ

ちこっちで。口で言うだけじゃ、教育長にも言いたいと思うけどな、口で言う

だけじゃだめです、やらな。まあ、そういうことでどうですか。勉強しました

か。 

上野総務課長 

勉強しましたかということでのお尋ねでございますので、私も防災にかかわ

る、防災を所管する担当の課長としてですね、可能な限り情報については収集

をするし、いろんな意味での勉強も取り組まなければならないというふうに思

っておりますし、やっているつもりですけれども、果たしてそれが十分である

かと言われると、なかなか十分ですとは言えないところがございます。今後も

引き続きいろんな情報収集しながら知見、知識、そういうものも含めて取り組

んでいきたいというふうに考えているところです。 

山田勝委員 

ちょうど国がね、国が地震、津波については別の計画をつくりました。そん

な話をしましたよね。であったら、今後、地震、津波についてはまた別の形で

阿久根市は防災マップをつくる予定ですか。 

上野総務課長 

少し誤解がおありのようですので、こちらに阿久根市地域防災計画という冊

子がございます。これが阿久根市の防災計画です。この中に先ほど申しました

とおりですね、今は原子力防災対策編、地震・津波対策編というその編成では

作成がされておりません。ここの中に国、県ともに改めてその地震、津波に特

化した対策編として計画をつくりなさい、原子力防災対策に特化した対策を講

じる計画をつくりなさいという、この中に盛り込みなさいという意味での編成

で見直しがなされたということで御理解いただきたいと思います。 

山田勝委員 

あなたの説明からするとつくりなさいでしょう、つくりなさい。例えば、今

回の地震はね、千年に一遍あるかないかのはなしですよ。あしたくるかもしれ

ないけど千年先かもしれない。でもつくりなさいちゅうんだったらね、やっぱ

りそれに取り組まないかんですよ。取り組む意志もないのにね、口だけでしゃ

べったらだめです。 

上野総務課長 

どうもですね、山田委員には私の意が伝わってないのかなと。それこそ国が

見直しをして、県が地震・津波対策編の計画をつくりました。つくったことに

よって鹿児島県内の地震・津波被害の想定をする調査を今実施中です。調査を

実施すれば当然のこととして結果が出て、その結果については核市町村含めて

公表される、示されます。この示されたものをもって阿久根市としては阿久根

市に適合した地震・津波対策編の計画をつくりたいと、そういうふうに考えて

いるところです。 

山田勝委員 

今後つくる計画があるんですか、やりますかっていうけど、ありますって言

わんから私はこんなに。そういうふうにしますよって、しなければならないと

思っておりますって言ったらね、オッケーなんですよ。ことくわしかふうにい
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うでよ、簡単に言わな。 

岩﨑健二委員 

仮称のですが、市民交流センターの建設についてということで、どうも聞い

てると主目的が違っているような気がします。市民交流センターはあくまでも

市民交流センターをつくるんであって、避難所をつくるわけではないと思いま

す。避難所にも使えるという観点ですので、通常の市民交流センターとして使

える、使うときがどこがもっともいいのかという議論をすべきであって、避難

所、避難所というのがいかにもそれが避難所をつくるのが目的みたいな議論に

なってしまっているような気がします。当然、避難所としての機能も持たせる

という程度のものであろうかと思っております。そこらはどうですか、その考

え方というのはどうですか。 

上野総務課長 

岩﨑委員のおっしゃるとおりだと思います。私は先ほども地域防災計画の中

で避難所の設定、指定のあり方についてお答えしたつもりでございましたけれ

ども、既存の公共施設を可能な限り利用して避難所に指定をするという考え方

をしております。避難所専門でつくっているような施設は阿久根市には今のと

ころございません。以上でございます。 

岩﨑健二委員 

私なんかは地域に住んどる者の一人として、先ほど来から避難訓練等々の話

もありましたが、一義的にはまず自分の命を守るためには津波の場合は高いと

ころに逃げる、風水害の場合は水の浸水しないところに逃げる。その後、二次

避難所、あるいは三次避難所として生活を２日、３日、するような場所にはそ

ういう公共施設が必要かと思いますが、津波がくるから市民交流センターに逃

げるんだという考え方というのは毛頭ないと思っております。地域の人もあり

ません。そういうことであれば、まず市民交流センターを主目的として何に使

うんだという議論の中でその立地場所はどうかというのを議論すべきじゃない

かと思います。以上です。 

牟田学委員 

今の岩﨑委員の話はわかります。避難場所としてつくるわけじゃないんです

から。ただですね、仮に地震がきて、津波がきて、先ほど僕も言いましたよう

に私の集落はちゃんと逃げるところも確保してあります。どこもだと思うんで

すけど。ただ、そうなっただけで、じゃあつくったわ、津波でやられたわ、人

的被害がなくてもですよ。それじゃあやっぱり困るわけで、そこに避難しなく

てもですよ。一つ、今防災関連でずっと話をしてますけど、この交流センター

に関しては利便性も考えないかんじゃないですか、いろいろと。そういった中

で課長にちょっと聞きたいんですけど、今のＢ＆Ｇ体育館と総合体育館が約約

３７メーターと４２メーターとあるんですよ、標高がですね。そうしたときに、

第２グランドがあるじゃないですか。総合体育館の横に、ソフトボールか。あ

そこ辺りは立地のあれには考えたことはなかったんですか。 

［発言する者あり］ 

市民交流施設建設特別委員長（石澤正彰委員） 

牟田委員、たぶん所管が違うと思うんですよ。 

［牟田学委員「了解しました」と呼ぶ］ 
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山田勝委員 

私がこれは言い出しっぺなんですけどね、非常に議論がですね、避難場所と

して適切か適切でないかというところから始まっている議論ですから、ですか

ら、防災計画を聞いてですね、私、きょう一番よかったですよ。国もそういう

方向にいってですね、今後は地震、津波についてはもう一遍よく調査をして、

もう一遍やりなす、つくりなおすというふうに課長が言ったから期待してます

よ。なるたけ命が守られるように。ですから、今は課長は防災計画について私

はお願いしているところです。御理解ください。 

濵﨑國治委員 

今、防災計画における市民会館の位置づけということでいろいろ議論がされ

ているところでありますけれども、今、３．１１以降、巨大地震に対しての避

難のあり方とか、あるいは施設の整備の仕方というのが問われているときだと

思いますけれども、現在想定されてるのがこの資料にありますとおり、南海ト

ラフの巨大地震の関係なんですね。これからすれば阿久根市は最高４メートル

とかですね、なっています。それから到達時間にすれば１２２分かかるという

ことですね。２時間ですよね。そういうのも想定されているようでありますけ

れども。私の集落では避難計画のときに、実は新町ですので、阿久根小学校の

ほうに避難をしています。それは計画の中でどれくらい避難をするときに時間

がかかるんだろうとかですね、それを避難住民に実態として知っていただくこ

ともあってですね、そういうレジュメにしたがってでしょうけれども、そうし

ている状況であります。そういう中で、先ほど来出ていますとおり、この巨大

地震、津波に対する対応でですね、今、私は阿久根小学校と言いましたけれど

も、じゃあこの潟地区に想定されている、候補地として想定されている市民交

流センターの位置づけ。私が言いましたとおり、最高で４メートルですよ、あ

るいは１２２分大体想定されるんですよという状況の中で、今後の防災計画の

中での、じゃあ市民交流センターの位置づけというのはどういうふうに考えて

いらっしゃいますか。 

上野総務課長 

今後の市民交流センターの防災上の位置づけということのお伺いだと思うん

ですけれども、先ほども少し話をしましたけれども、確かに３．１１以来です

ね、標高、海抜の低地における被害等々についてはですね、市民も等しく御心

配をされて、いかにこのことに対してですね、認識を改めて対策をとらなけれ

ばならないかというのは、それぞれ市民の方々も考えていらっしゃるところで

す。そのことを含めますとですね、先ほども話をしましたけれども、現在であ

っても風水害時に避難をされる状況を見るときに、市民会館を利用される方は

ほとんどいらっしゃいません。これに近接をする働く女性の家に避難をされる

というケースがほとんどでございます。そういうことを考えるときに、もちろ

ん建物が古いとか、あるいは使い勝手が悪いとか、そういった御事情もあるん

でしょうけれども。ただしですね、風水害時、津波等々の避難が考えられない

ケースの場合においては先ほども話をしました収容できる可能な人員等々につ

いてはですね、相当数の市民の方々を受け入れることができるんじゃないかと

いうふうに考えます。そういうことを考えていきますとですね、現在地であっ

たにしても、現在と同じような考え方の、例えば、２階建てになるようであれ
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ば２階建ての部分等についてはですね、風水害に対する避難の活用としても十

分対応できるんじゃないかというようなこと等も含めながらですね、今後は検

討すべきだろうといふうに今は考えているところです。 

濵﨑國治委員 

今、例えば２階部分にという話もありますけれども、総務文教委員会で視察

研修したときですね、避難場所として設定する場合には幾らかの交付金の増額

があったというところがあるんですね。ですから、委員の方々は、そうか避難

場所にすればそんなに、交付金が何千万か、４～５千万だったんでしょうか。

そういうのがあるということで、ぜひ避難場所としても利用していただきたい

というのが、やはり考えの根底にあるんじゃないかなという気がするんですね。

それからすれば、先ほど言いましたけれども、じゃあ大津波には避難場所とし

てではなく、どこか避難してもらって、あとの仮設で、避難後に水が引いたと

きに、例えばそこで避難生活を送ってもらうとか、そういうことで想定されれ

ばですね、あるいは交付金の増額が、その制度がまだあるとすればそれにも対

応できるという考えがあるんですけれども、その辺の考え方はどうでしょうか。 

上野総務課長 

濵﨑委員のおっしゃるとおりだと思います。その辺についてはですね、当然

所管の教育総務課も視野に入っているかと思います。ただし、先ほども委員の

ほうからもちょっとありましたけれども、３．１１の津波により、例えば堅牢

であると言われた鉄筋、鉄骨等々の建物においても何とも言えない、再利用が

できないような状態での被害を受けている施設等々を見るときにですね、津波

の状況にもよるんでしょうけれども、その辺のところですね。例えば堅牢な、

津波にも破壊がないようなそういう施設をするためには、違った意味での構造

計算をして、違った意味での特異な構造体にするというようなことで、逆に費

用がかかってくるようでは、これはまたどうなのかなということ等もあるでし

ょうから。ただ、委員のほうからございましたとおり、そういった利活用につ

いては十分検討しながら建設の検討には盛り込まれていくように、私のほうか

らもきょうの委員会であったことは報告をさせていただきたいというふうに思

います。以上です。 

竹原恵美委員 

先ほど、濵﨑委員の質問の中で、市民会館は避難場所には御利用にならなく

て、婦人の家にいらっしゃるというその理由はなんですか。 

上野総務課長 

竹原委員のお尋ねでございますけれども、避難においでになられた方々にな

ぜここに来られたんですかというのは、なかなか聞きづらいし、聞いていない

ところでございます。恐らく施設があたらしゅうございます。もうすでに委員

の方々も御承知のとおりですね、昭和５６年に耐震にかかる建築物等の基準が

改まっております。働く女性の家につきましては昭和５６年以降に建てられた

新耐震に基づく施設でございますので、耐震性にも当然優れている。しかし、

それは公的に、皆さん方にいつも認知できるような状態に知らせておりません

けれども、どこを見ても新しいし、例えば２階、３階もあるわけですから、空

調設備が十分整っているとか、畳の部屋もきれいだとか、そういうようなこと

等があって、働く女性の家のほうを選ばれるのではないのかなと。これはあく
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までも推測でございますけれども、そのように思っているところです。 

竹原恵美委員 

地震、津波のことが話に出てくるんですけれども、国もそういう方針をつく

ったとしても、実際福島で起こったことは、てんでんこって、逃げた人はてん

でんこ、それぞれ逃げなさいていうことで生きていらっしゃる。どんな避難場

所でもこの低地に生きた人が生き延びる方法はほとんどなかった。どんな建物

をつくっても逃げること以外はなかったっていうのが現実だろうと。弱った人

を助けることもできず、戻ってくるから、千人ぐらい、千人やったかな。町に

戻ってきたのでその方たちも一緒に亡くなってる。戻ることが危険だったって

いうことも今データで出てますから、あまり地震、津波に対して現実的にとれ

る対策はないんだろうと思います。先ほど出口委員が聞いたときに、計画の建

物の状態を、計画する前にどんな避難の場所にするか、それは後なのか前なの

かという話がありましたが、海抜今２メーターのところです。昭和４６年、あ

と５０年代にこの辺は浸ってます。浸ったときには恐らく使えない。避難場所

としては近寄りもできないであろう。その辺の境目、事実が起こってから避難

できる場所を指定する、そのようなふうに聞こえたんですけれども、その状況

によって避難場所として使える場所、使えない場所、そのときに応じたという

ことを言われたんですが、実際どんなふうに回っていくんですか。高さの違い

によっては使える場所使えない場所になりうるんですけれども、この避難を指

定する側としては、指定しているので使えなくても人は一応向かうかもしれま

せん。新しくなるので向かうかもしれません。でも、行けませんが、行けない

状態になる可能性があります。低いときはできます。高いときは使えません。

そのときに避難はどういうふうに誘導しようと思っていられる、計画上はなっ

てるんでしょうか、教えてください。 

上野総務課長 

避難における誘導というようなことでお尋ねでありますけれども、まず、近

年の状況を見るときにですね、御承知のとおり大きな災害等については雨、風、

含めて近年は非常に数も少なく、災害と呼べるようなものは多くはないという

ふうに認識をしております。したがいまして、台風あるいは大雨の予測がなさ

れてですね、やはり中には大丈夫じゃないのかなと、対策本部を設置するまで

にもないような状況の中でも、中には用心をされて自主的に避難をされたいと

いう方々もいらっしゃいます。こういう方々は、当然、雨もそんなに強くない

というような状況の中でおいでになりますけれども、そういう場合にはちゃん

と開設をして入っていただくと。あるいは先ほど種別に応じてというふうに言

いましたけれども、例えば、地震が起こりました、大津波警報が出ました、こ

ういうケースの場合に、例えば地震・津波が想定をされて、低地の部分の避難

所に誘導などできるはずもございません。当然またその避難をされようという

市民の方々もそこら辺は十分承知の上で、先ほど言いましたとおり、特に津波

に関しては避難所を指定しておりませんので、そういったのも勘案して自主防

災組織を中心として近くの高いところ、そういった部分を想定して避難をして

いただくというような、そういうことになろうかというふうに思っております。

以上です。 

竹原恵美委員 
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恐らく高さによって、この辺の住民の方、避難所として指定してあるけれど

も、あそこばっかりを頭に入れてちゃいけなくて、恐らくその方ごとで敏感な

センスはたぶんその時点においては必要なんだろうと今思ったところです。そ

ういうふうにできることは教育というか、指導というか、これからの避難訓練

の考え方をどう伝えられるかにかかってくるんですが、その辺はどういうふう

な考えでいらっしゃいますか。 

上野総務課長 

繰り返しになるかもしれませんけれども、阿久根市においては、現在自主防

災組織が立ち上がりまして、現段階においては８０にはまだ達しておりません

けれども、かなりの数で自主防災組織の組織率が大きくなってきております。

個々の組織を十分活用していただいて、阿久根市としては風水害時の６月、地

震・津波対策の１１月、そういった全国的に行われる防災訓練等々に合わせて

地域の自主防災組織を中心として啓蒙、啓発、訓練というような形でですね、

今後の防災については力を注いでいきたいなというふうに考えているところで

す。以上です。 

市民交流施設建設特別委員長（石澤正彰委員） 

よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

松元薫久議員 

市民会館の横に水路みたいなのがありますよね。深い溝みたいな。潟の集落

が阿久根建設までの中学校のほうは水はけがだいぶよくなったじゃないですか、

工事をして。水害についての話をちょっとお伺いしたいんですけど。あそこの

水路をですね、川まで、阿久根中学校側から阿久根建設側までの水はけはよく

なったけれども、阿久根建設から国道を超えて、あの水路を通って、大橋川と

いうんですかね、役所の裏までつなぐという。それが完成すれば水害時の水は

けというのは結構よくなるというふうに考えていらっしゃるわけですかね。そ

こだけ１点だけなんですけれども、お伺いしたいんですが。 

上野総務課長 

所管が違いますのでなかなか、場合によっては間違っているかもしれません

けれども。おっしゃるとおり、あそこは溝という表現でございましたけれども、

鶴見川という市が管理をする河川でございまして、大橋川と結束をした河川で

ございます。上流部の肥薩おれんじ鉄道から阿久根中学校付近の河川改修の計

画については従前から所管の都市建設課で進めておりまして、国の助成事業等

受けて事業実施をしようということで、これまでも再三用地等々も含めて相談

をしながら、実施に向けて取り組んでおりますけれども、なかなか用地が完全

取得ができていないというようなこと等でですね、現在、暫定的な断面によっ

て改修が進められておりますので、最終的には用地の取得を終えて、おっしゃ

るとおり、計画の断面を確保した立派な河川として改修がなされる計画が現在

進行中であるというふうに私は認識しているところですので、できましたら都

市建設のほうで御確認いただければよろしいでしょうか。以上でございます。 

松元薫久議員 

了解しました。じゃあ全然別々で鶴見川から大橋川の計画はずっと以前から

の計画として、課題としてなかなか進まない計画としてあるんでしょうけれど

も、この市民会館とセットになってはいないということですよね。でいいんで
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すよね。 

市民交流施設建設特別委員長（石澤正彰委員） 

ほかになければですね、ここで休憩をするか。ほかに質疑があればですね、

休憩ののちに開会をしたいと思いますが、皆さんの御意見を。 

［発言する者あり］ 

あとでよろしいですか。 

暫時休憩。 

１時から再開をしたいと思いますので、お願いいたします。 

 

（休 憩 １２：０４ ～ １３：００） 

 

市民交流施設建設特別委員長（石澤正彰委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

野畑直委員 

午前中、避難場所としての考え方がだいぶ議論されたようですけれど、まだ

構造的なものも示されていない中で、先ほど総務課長の説明では千人程度避難

できるのではないかというような考え方であったみたいですが、私は一般的に

文化会館とか、そういうものはいすが階段状に並べられているようなものにな

ると思うんですが、その構造的なものは平屋というか、それじゃないと思うん

ですけども、その辺の考え方はどうなんですか。 

上野総務課長 

お尋ねでございます。一千名ということで今収容人員の数が出ましたけれど

も、現有市民会館施設においては一千名を収容の数としてカウントして計画の

中に盛り込んでいるということでございます。したがいまして、新しく施設が

できる部分についてはちょっと私のほうからは今のところ何とも言えないとこ

ろでございます。 

野畑直委員 

これは前置きだったんですけれども、私はですね、避難所を皆さん十分よく

考えておられるみたいですけれども、階段状にいすが設置されるというふうに

なると思うんですよ、つくりとしては。そこに果たして避難所としての機能を

はたせるような、例えば、横になって眠るとかそういうことの構造にはならな

いと思うもんだからちょっと言ったんですけれども、避難施設として利用して

はいけないよということはもちろん言いませんよ。しかしながら、千人程度そ

ういう収容人員はいすでなのか。そういうことになると思うんですけれども、

私が言いたいのはですね、あまり避難所をつくる目的で交流センターをつくる

ものでは私はないと思ってるもんですから、千人という数字をちょっと出して

前置きしたんですけれども、このような考え方からいけばですよ、今、消防署

にしても市役所にしても、同じような標高のところに建っているんですけれど

も、交流センターというのは何か行事等があった場合に使う人が集まると。し

かしながら、消防署にしても市役所にしても、この低いところにあって、これ

も移転するんですよというような考え方であればですね、高台に私もつくるべ

きだと思いますよ。しかしながら、阿久根にはそういう土地の条件のところも

なかなかないと思うし、また、東北の震災にしてもですね、昔、３００年ぐら
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い前ですか。３０何メートル来た、これ以下には家はつくっちゃいけないよと。

結局、人の考え方が風化して今の状況になって災害があると。ですから、阿久

根市であってもこの役所をつくるときにも、消防署をつくるときにも、みんな

そういうことは何も考えずにやっぱりつくったわけだから、あまりにも避難施

設、避難施設という議論になりすぎてもいけないと思ってるから言うんですけ

れども。私は課長が言うように避難施設として、当然使える分には使っていい

と思いますよ。しかしながら、今議論ですから、課長を目の前にして私の考え

も、いろんな委員の考えも出ていいと思うから言うんですけれども。私は避難

施設としてだけで考えているものではないということを言いたかっただけです

けれども。すいませんでした。 

竹原恵美委員 

今の話なんですけれども、今度建てるのは会議室なんかも含まった複合施設

ではありますよね。ホールだけではないですよね。説明ください。 

上野総務課長 

おっしゃるとおりの計画に、今進められているところでございます。 

木下孝行委員 

資料のですね、平成２４年１２月２１日開催の審議の中で、一応中間答申を

出しておりますよね。この中の決定理由は４項目あってですね、これを見れば

十分今の場所で私は大丈夫ではないかなというふうに思うんです。午前中の議

論でもありましたように、山田委員のほうから避難場所として、いわゆる津波

避難場所として高台を決めて、そこにしっかりと誘導できるような防災計画を

つくらないかんのじゃないかというような意見があった。まさにその点をきち

っと、十分市民に知らしめてですよ、今後、阿久根市防災計画をつくる中で、

しっかりと津波の場合はどこに避難するということを市民に啓蒙、啓発、そし

て国が示す計画以外にも阿久根市で独自でするとか、そういったことを今後や

っぱりやっていかないかんのじゃないかなと思うんです。あくまで今の建設す

る施設は交流の場の創造とか、豊かな自然を感じる空間づくり、本物と呼べる

基本性能の高いホール、だれでも気軽に立ち寄れる親しみやすい、そういった

目的があっての施設であるということと、あとは風水害時のしっかりした避難

には使える場所だということをしっかり、明確に市民に示していく活動をする

べきだと私は思うんですよね。その辺は今後の計画にきちっとできるのか、で

きないのか、考えがあるのか、ちょっとお聞かせ願います。 

上野総務課長 

木下委員のおっしゃるとおりだと私も認識をいたしております。先ほどから

自主防災組織の組織率であったり、取り組みであったりということでお答えを

させていただいておりますけれども、個々の組織を十分活用させていただいて、

行政としていかに防災に対しての啓蒙が図れて、いざというときの対応が迅速、

速やかに避難が完了するというようなそういったことが究極的な目的でござい

ますので、その辺をできますように今後も取り組みは引き続き努めてまいりた

いというふうに思っております。以上です。 

市民交流施設建設特別委員長（石澤正彰委員） 

ほかにございませんか。 

仮屋園一徳委員 
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最後になると思いますけれども、総務課のほうに防災じゃなくて防犯の面で

一つお願いがあるんですが、市民会館は市街地に近いわけですけど、商店街と

かそういうのがあると防犯灯なんかがよく設置されてるんですが、交流センタ

ーの建設地は周りを道路で囲む形になるわけですけど、防犯灯なんかがもし不

足すると歩行者等の死角になる部分になる可能性が非常に強いですので、その

辺をば。交流センター内が夜でも立ち入れるのか、立ち入れないのかは別にし

て、道路とか、そういう施設等も含めて防犯の面にもかかわりを計画段階でで

すね、そういう要望をしてほしいなと思うんですけど。もし意見があれば。 

上野総務課長 

仮屋園委員からは防犯上のことでと、新しく建設を予定している部分につい

てのということで御要望でございました。今後ですね、計画につきましては御

承知のとおり進められていくわけですので、ただいまの御要望についてはです

ね、所管課のほうに本日の委員会の報告ということも含めて要請があったとい

うことで御報告をさせていただきたいと思います。 

市民交流施設建設特別委員長（石澤正彰委員） 

ほかに。 

中面幸人委員 

先ほど木下委員からもちょっと話がありましたように、答申書の決定順につ

いて４項目ほど示されております。これをみれば当然市民の方も納得するよう

な決定理由じゃないかなと私も思うところでございますけれども、例えば市民

は３．１１の震災後の、いわばこの新しい施設の立地地として今のああいう高

さにできるということでみんな心配されていらっしゃるわけなんですけど、確

かに今の時点では、まず津波が来たら高いところにすばやく逃げるという考え

方でございますけれども、ただ私は、例えばですよ、人間はそういうふうにし

て安全な高台に逃げる。ただ、知的財産とか施設等のですね、公的財産とか、

そういうのは当然、仮に４メーターぐらいの津波がくれば、当然この辺りは浸

水するわけなんですけれども、その辺についての行政の考え方とかですね、そ

の対処とかというのは何も今考えられていないのか。これが１点と、それとあ

と、例えば先ほどの説明でございました、 

市民交流施設建設特別委員長（石澤正彰委員） 

中面委員、一問一答で。 

上野総務課長 

防災上の、まず一番大事なことは住民の命と財産を守るということがまず大

前提になろうかと思います。ただし、現状といたしまして、果たしてインフラ

の整備を含めましてですね、例えば南海トラフで想定をされている阿久根市に

おける最大４メートルという津波が襲来したときに、では、ハードの部分で津

波を防御できるという施設があるかというと、御承知のとおり防波堤があるわ

けでもないし、防潮堤があるわけでもございません、これをくいとめるような。

そういうことからするとですね、まずは現在の段階においては人命をいかに守

るか、こういうような形の計画にならざるを得ないだろうということでですね、

十分な財産を守るための計画がなし得ているかというと、ここについてははな

はだ私どもも自信がないところでございますので、御理解をいただきたいとい

うふうに思っています。 
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中面幸人委員 

やはりいつくるかわからないということですね、行政としてもそれぐらいの

感じかなと思ってるわけなんですけれどもですね、これは仮に何年後くるよと

なればですね、そんなに悠長にしておれないと思うんですよね。ただ、私はそ

ういうふうにいつくるかわからない、果たしてそんなら４メーターの波は来な

いんじゃないかとか、そういうふうに思うからそういうふうな考え方だと思う

んですけれども、やはり、やっぱり市民が安心するためにはですね、やっぱり

そういうところまでですよ、ただ人命救助じゃなくて、やはり福島のあの辺を

見ればですね、それこそ根こそぎ基礎だけが残るようなですね、家自体もああ

いう状況を見ればですね、ほんとやっぱり市民は心配すると思うんですよね。

やっぱり対行政としてもやっぱり、その辺あたりをやっぱり、市民がやっぱり

安心できるようなですね、そういうやっぱり取り組みとかいうのをやっぱり防

災計画もしなきゃならないと私は思ってますので、その辺を具体的にやっぱり

私も市民に示すべきだと思いますし、そういうのを考えながら今後進めていか

れたいと思います。あとそれと一つですね、先ほど説明がありました津波とか

地震についての防災計画については国なんかの指針に基づいて今後計画される

ということでございましたけれども、だいたいそれは何年ぐらいででき上がる

ものなんですか。その辺あたりをやはり市民も心配だと思いますので、大体そ

ういうのがわかればですね、市民も安心されると思いますので、そういうのが

いつ実際国から見解を示されて、阿久根市自体が防災計画が策定できるのかと

いうのは、もしわかっとったらいつぐらいまでとか教えてください。 

上野総務課長 

平成２５年度におきまして鹿児島県が地震・津波対策編のですね、計画に基

づいて被害の想定調査を実施をし、恐らく２５年度中にはその成果結果が公表

されるというふうに見込まれております。これを当然受けまして、それぞれの

自治体、阿久根市を含めてですけれども、この想定等々を含めて新たな計画を

検討し、策定に向けての作業を始めるというようなスケジュールになっていく

んだろうというふうに今のところはこの段階であるというふうに認識をしてい

るところです。 

市民交流施設建設特別委員長（石澤正彰委員） 

よろしいですか。 

ほかに。 

岩﨑健二委員 

今、午前中のほうから防災計画について、防災避難訓練等についていろいろ

種々議論されているところですが、この場所にもし決定をして新築されるとい

うことになりますとですね、先ほど松元委員のほうからもありました鶴見川の

改修事業というのも防災上大きなものが出てくるんじゃないかと考えておりま

すので、ぜひ鶴見川の改修も同時進行でできるぐらいの計画をやっていただき

たいと思いますので、執行部のほうはよろしくお願いしたいと思います。要望

で終わります。 

市民交流施設建設特別委員長（石澤正彰委員） 

ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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なければ以上で総務課に対する質疑を終結いたします。 

総務課はありがとうございました。退室をお願いいたします。 

（総務課退室） 

以上で総務課の質疑が終了しました。 

ここでただいまの調査項目となっております施設の立地場所について、各委

員の再度御意見をお伺いしたいと思いますが、ありましたらお願いいたします。 

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なしということで、ここでお諮りいたします。 

本日の委員会はこの程度にとどめ散会したいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

異議なしと認め、本日はこれにて散会することと決しました。 

次回開催日ですが、決めておきたいと思いますので、御意見をお伺いいたし

ます。 

［「委員長一任」と呼ぶ者あり］ 

委員長一任でよろしいですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

それでは次回開催日が決まりましたら各委員にお知らせいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

以上で本日の委員会を散会をいたします。ありがとうございました。 

 

 

（散 会 １３時１９分） 

 

         市民交流施設建設特別委員会委員長 石 澤 正 彰  

 




